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大和市公共施設等総合管理計画の改定（素案）の概要  

 １ ．背景等                                                                     
 
●国は平成 25 年に「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、これに対応する地方版行動

計画として、本市においては、平成 28 年度に大和市公共施設等総合管理計画（以下 、

「総合管理計画」という。） を策定（ R3 年度に一部改訂）しました。  
 
●総合管理計画により、公共施設等（公共建築物 、インフラ）の全体像を捉え、長期的視

点から施設の予防保全と長寿命化の取組を進めてきましたが、現行計画の期間が令和

7 年度で満了を迎えるため、現状の課題や将来の見通しを踏まえて改定を行う必要があ

ります。  

 

 ２ ．計画改定の基本的な考え方                                                          
 
●現行計画は期間中における本市の人口増加を前提に、公共施設等の総量を維持して

いく方針を掲げていましたが、国立社会保障 ・人口問題研究所の推計では令和 7 年頃

から人口が減少に転じ、40年間の長期では 13％以上減少していくことが見込まれます。  
 
●加えて財政の健全化が求められる状況にあっては、これまで以上に中長期かつ計画的な

観点から、公共施設等を捉え直し、より少ない経営資源 （人員 ・財源 ）で市民の暮らし

に必要性の高いサービスを提供しつつ、将来世代に負担を残すことのない大和市にとっ

て理想的な公共施設等のあり方を追求していく必要があります。  
 
●公共施設等の改修 ・維持管理に現在要している費用は年平均約 76 億円ですが、現状

の公共施設等のすべてを今後 40 年間においても保有し続けた場合 、年平均約 136 億

円の費用が必要となり、市が現在保有している公共施設等のすべてを従来と同様に維

持していくことは困難です。  
 
●そのため、次期計画については、今後も公共施設等により提供する必要がある行政サー

ビスの整理や、ニーズ量の変化等を踏まえ、公共建築物の施設数と総延床面積の縮減

を図る方向性を定めていくこととします。  

 

 ３ ．計画改定の概要                                                             
 

(1)計画の位置づけ  

●第 10 次大和市総合計画のおける「変化に対応できる行政経営」の実現に向けた分野

別計画とするとともに、国が策定を要請する「公共施設等総合管理計画」 として位置づ

けます。  

 

(2)計画期間  

●令和 8 年度から令和 17 年度とします。  
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(3)施設の更新・維持管理経費の見込み  

●個別施設計画 (公共施設保全計画 、下水道ストックマネジメント計画等 )で見込んだ経

費などを用いて算出した、中長期の経費を示します。  

  ㋐単純更新  

した場合  

㋑長寿命化対策等

を実施した場合  

㋒効果額  

(㋐ -㋑ )  

10 年  

(年平均 ) 

約 1,338 億円  

(約１ ３ ４億円／年 )  

約 932 億円  

(約９ ３億円／年 )  

約 406 億円  

(約４ １億円／年 )  

40 年  

(年平均 ) 

約 6,079 億円  

(約１ ５ ２億円／年 )  

約 5,430 億円  

(約１ ３ ６億円／年 )  

約 650 億円  

(約１ ６億円／年 )  

 

(4)今後の方針、数値目標等  

●総人口の減少見込みを考慮し、40 年後までに、公共建築物の総延床面積について少

なくとも 15％以上の削減を目指します。  
 
●複合化や多機能化 、集約化 、施設の廃止など、公共建築物の適正化の方針を具体的

に定める新たな計画（ （仮称 ）市有施設再配置計画）を、数年以内にスピード感を持っ

て策定していくこととします。  
 
●複合化や集約化を伴わない公共建築物の新設は原則停止します。  
 
●今年度末で計画期間終了となる公共施設保全計画を 3 年間延伸し、（仮称）市有施

設再配置計画の策定までは、安全上支障があるものを除き、改修工事等は原則として

見送ります。  
 
●インフラ施設のストック量は、当面の間 、現状の総量維持を基本とします。  

 

(5)推進体制等  

●関係課長会議等で情報共有や協議を行う。  
 
●毎年 、各個別施設計画の進捗状況等を確認するとともに、おおむね 5 年を目安とし、その

評価結果に基づき、総合管理計画の見直しについて検討を行う。  

 

 ４ ．経過                                                                      

H29.3  総合管理計画の策定  

R 4.3   総合管理計画の一部改訂  

R 7.7～  庁内推進会議の開催（ 2 回）  

 

 ５ ．今後の予定                                                                

 R8.2.2～ 3.4 意見公募手続の実施  

R8.3        総合管理計画の改定  

 

【問合せ先】  

     部署 ：大和市  未来政策部  総合政策課  

                  電話 ： ０ ４ ６ － ２ ６ ０ － ５ ３ ０ ４  


